
条例施行規則様式第27号 (第 46条関係)

(第 1面 )

産業廃棄物処理計画実施状況報告書

考手不日      7

様

年   5  月   12  日

長野県知事

提出者

住 所   諏訪市大字中洲5568-18

氏 名  有限会社住建総業  小池茂樹

(法人にあつては、名称及び代表者の氏名 )

目霊言舌番手許  0266-75-0357

廃棄物の適正な処理の確保に関する条例第55条第 2頂の規定により、  令和  6 年度の産業

廃棄物処理計画の実施状況を報告します。

事 業 場 の 名 称 有限会社住建総業

事 業 場 の 所 在 地 諏訪市大字中洲556818

事 業 の 種 類 06 総合工事業

産業廃棄物処理計画における

計  画  期  間
令和6年 4月 1日 令和7年3月 31日

産業廃棄物処理計画における目標値

項 目 目標値 項 目 目標値

拶F    出 470 全 処 理 委 託 量 470

t t

自ら再生利 用 を行 う

産 業 廃 棄 物 の 量 t

優良認定処理業者への

処  理  委  託  量 t

自 ら熱 回 収 を 行 う

産 業 廃 棄 物 の 量

再 生 利 用 業 者 へ の

処  理  委  託  量
470

t t

自ら中間処理により減量する 認 定熱 回収 業者 へ の

処  理  委  託  量産 業 廃 棄 物 の t t

ら 埋 又 イま 認 回 以 の

の

里

海洋投入 処分 を行 う 熱回収を行 う業者ヘ

処  理  委  託産 t tの

※事務処理欄

(日 本工業規格 A列 4番 )



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 廃プラスチック )

不要物等発生量

実績値 (自 動)

4.93 t

t

t

t

t

4,93 t

0.28 t

t4.65

t

t

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した量

③+③自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生和J用業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

4.65 t
⑫

定
量
認
託

⑩のうち熱回収
業者への処理委

t
⑬

廻の うち熱回収認冠
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

t⑭

自ら中間処理した後
再生利用した量

t
③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

t

直接及び自ら
中間処理 した後の
処理委託量

4.93
⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

0.28 t
①

自ら中間処理した
後の残さ量

t
⑥

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら直接
再生利用した量

t
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

t
③

自ら中間処理
した量

t
④

④のうち熱回収
を行つた量

t
⑤

有償物量

排出量

4.93 t
①

（韻

Ю
副
）



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 木くず )

不要物等発生量

実績値 (自 動)

9.80 t

t

t

t

t

9.80 t

5,39 t

t4.41

t

t

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した量

③+⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

4.41 t
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t
⑬

①の うち熱回収認定
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

t⑭

自ら中間処理 した後
再生利用した量

t
⑧

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

t
③

直接及び自ら
中間処理 した後の
処理委託量

9.80 t

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

5.39 t
⑪

自ら中間処理した
後の残さ量

t
⑥

自ら中間処理により
減量した量

t
⑦

自ら直接
再生和J用 した量

t
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

t
③

自ら中間処理
した量

t

①のうち熱回収
を行つた量

t
⑤

有償物量

排出量

9.80 t
①

（削

］
酬
）



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 がれき類 )

不要物等発生量

実績値 (自 動 )

124.18 t

t

t

t

t

124.18 t

t

t124.18

t

t

項 目

①排出量

②十③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行つた量

⑦自ら中間処理により減量した量

③十⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

①優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

124.18 t
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t
⑬

Dの うち熱回収認冠
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

t⑭

自ら中間処理した後
再生利用した量

t
③

自ら中間処理した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

t
③

直接及び自ら
中間処理した後の
処理委託量

124 18 t
⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への

処理委託量

t
①

自ら中間処理した
後の残さ量

⑥

自ら中間処理により
減量した量

⑦

自ら直接
再生利用した量

t
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

t
③

自ら中間処理
した量

t

④のうち熱回収
を行つた量

t

有償物量

排出量

124.18 t
①

（削
Ю
酬
）



計画の実施状況 (産 業 廃 棄 物 の 種 類 処分するために処理したもの   )

不要物等発生量

実績値 (自 動)

2.08 t

t

t

t

t

2.08 t

2.08 t

t

t

t

項 目

①排出量

②+③自ら再生利用を行つた量

⑤自ら熱回収を行った量

⑦自ら中間処理により減量した量

③十⑨自ら埋立処分又は海洋投入
処分を行つた量

⑩全処理委託量

③優良認定処理業者への処理委託量

⑫再生利用業者への処理委託量

⑬熱回収認定業者への処理委託量

⑭熱回収認定業者以外の熱回収を
行う業者への処理委託量

⑩のうち再生利用業者
への処理委託量

t
⑫

⑩のうち熱回収認定
業者への処理委託量

t
⑬

∪の 9ろ 驚ヽ回収認だ
業者以外の

熱回収を行 う業者
への処理委託量

t⑭

自ら中間処理した後
再生利用した量

t
③

自ら中間処理 した後
自ら埋立処分又は
海洋投入処分した量

t

直接及び自ら
中間処理した後の
処理委託量

2.08
⑩

⑩のうち優良認定
処理業者への
処理委託量

2.08 t
①

自ら中間処理した
後の残さ量

t

自ら中間処理により
減量した量

t

自ら直接
再生利用した量

t
②

自ら直接埋立処分又は
海洋投入処分した量

t
③

自ら中間処理
した量

t
④

④のうち熱回収
を行つた量

⑤

有償物量

排出量

2.08 t
①

（削

Ю
副
）



男Jヽ低2

令和6年度産業廃棄物処理計画実施状況 (産業廃棄物の実績の量 ) 単位 it

委託処理

①の姿託量の内訳 (重複する場合祥)あ り)

1li:'そ〒
1細

ド「|′メ及 l＼ Hら
中 円文tF世 しナ

後ジ)処 J‖ 秀 ,ヒ
|II

`H又 I忍 ,ど来
オ小|1引文liは ,こ ォ_

,句
!4不可川に,イ 狩以 ントし′Ⅲl(Ⅲ

へげ)処川!本 ,と げ)処メ世

^、

と
‖kを 4ょ う来

“
、のア.し」‖ハ,こ

認定熱回収施設

設世含以外の熱

回収を行つている

処理業者への焼

却処理委託量

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

認定熱回収施設

設世者 (廃棄物
の処理及び清掃
に関する法律第
15条の3の 3第 1

頃の認定を受け

た者 )

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

中間処理後、有

効利用されてい

る場合の委託エ

(委託先から別の

業者に売却等さ

れる場合を含

む。)

000

000

000

000

000

465

000

441

000

000

000

000

000

000

12418

000

000

000

000

000

000

000

13324

捜良認定処理葉

者 (廃粟物の処

理及び清掃に関
する法律施行令
第6条の11第 2号
に該当する者 )

000

000

000

000

000

028

000

539

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

208

000

000

775

自社内で処理を

行わす直接委託
した量と0のうち
処理業者に委託
して処理する量

000

000

000

000

000

493

000

980

000

000

000

000

000

000

12418

000

000

000

000

208

000

000

14099

自社内処理

③+◎自ら埋
立処分又1衰海
洋投入処分を
行つた単(

(`]う十(9う

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

②十①臼ら再生

利用を行つた撤

(2)十

`8)

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

自ら中間処理
した l■

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

③

自社内て再生利
用する量、又は
他人に売却した
遺

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

中間処理した後
の残さ物量

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

(7)

4)の量から(61の

量を差し引いた
量

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

自社内で中間処
理する前の量

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

白らl11接理立
処分又は海洋
投入処分した
llk

(3)

中間処理をせす自ら直接処理した

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

自ら直接再4i
利用した牡k

②

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

000

排出壁

0)

自ら直接再生利
用した五等を含
めた事業場にお

ける産業廃柔物
の合計量

000

000

000

000

000

493

000

980

000

000

000

000

000

000

12418

000

000

000

000

203

000

000

14099

産業廃棄物の種類

1 燃え殻

2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
1紙くず
2木〈ず
3繊維くず
4動植物性残さ
5ゴム(ず
6金属くず
7ガラスくず・コンクリート
くず及び1旬磁器くず

8鉱さい
9がれき類
10家畜心、ん尿

11家畜の死体
12動物系固形不要物
13ばいじん
14処分するために処理し
たもの

合  計

法

　

律

政

　

令

※ 総排出量①=② +③ +(④―⑥)十③十③十⑩
※記入にあたつては、 十産業廃葉物処理計画実施状況報告詢 第 3面備考の 4を参照 してください。


